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第1回：駐車場改修計画と建物・設備の点検方法

１．はじめに
駐車場は建物躯体、仕上げ、設備（電気・空調・給排水衛生）、駐車管制機器、機械駐車設備、

誘導サインなどで構成されます。これらはいずれも経年により劣化するため、定期的なメンテ
ナンスが必要です。メンテナンスは単に駐車場の機能と美観を維持させるためだけでなく、利
用者ニーズの変化に合わせた改修工事を行うことにより、利便性・快適性の提供と、長期的な
安定稼働を図るためにも大変重要です。

そこで、今回から3回にわたり、駐車場特有の設備に焦点をあて、実施頻度の高いリニュー
アル工事の事例をご紹介するとともに、実際に工事を実施された事業者のリニューアルに至っ
た経緯・考え方と、リニューアルによる効果について考察をしたいと思います。

第1回目は、駐車場設備における日常点検の内容、部位別の点検と改修のポイント、駐車場
に関係が深い法定点検の概要についてご説明し、2回目と3回目では、実際に行ったリニューア
ル工事の事例をご紹介いたします。

２．日常点検のポイント
①日常点検の必要性

駐車場を安全かつ快適に利用するためには、日常点検を含む維持管理が大切です。駐車場
利用や事故による破損箇所や日差し、自然環境による経年劣化をそのままにすると、快適性
が損なわれるだけでなく、安全上の問題も生じます。

日常点検で気付いた破損箇所などはそのまま放置せず、早期に修繕することで、安全で快
適な駐車空間を提供することが、駐車場の資産価値を高めることにつながります。

② 日常点検のポイント
日常点検は、日々の駐車場内の巡回時に行うことが効率的です。駐車場の運営を専門会社

に委託している場合は、保守管理の仕様に盛り込むことで、定期的な確認を行うと共に、不
具合箇所を発見した場合は早期改修対応を行うことが可能です。

日常点検、日常清掃の業務例は下記の通りで、この他事前に天候に応じた予防保全や事後
の対応を行います。



■日常点検業務（例）
・駐車場内巡回時の異常箇所の発見と定期的な記録
・過去にトラブル、クレーム、事故が起こった箇所の重点的な点検
・駐車場入出庫口のシャッターの動作点検 
・ 駐車券発券機、出庫精算機、出入口のゲートバー、事前精算機、車番読取カメラ、監視カ

メラ等の日常点検と故障発見時の対応　（一次対応、保守会社への速やかな連絡） 
・各種サインの設置状況の点検と不具合箇所への対応
・ 安全機器（ポストコーン、バリカー、各種注意灯、カーブミラー）の日常点検と不具合箇所

への確認
・消防機器の保守会社による定期保守点検時の立会い
・その他各種機器の保守会社による定期保守点検時の立会い

■日常清掃業務（例）
・場内、車路、排水溝の日常確認、清掃、ゴミ拾い
・エレベーター、トイレ等の清掃

■天候に応じた事前、事後対策（例）
・大雨時の防潮板や土嚢の設置
・降雪時の車路及び歩道等の凍結予防措置、除雪、拭き掃除

３．駐車場の改修計画の作成
 駐車場の改修に際しては、経年劣化した箇所の修繕、安全性向上のための改修、利便性・

快適性の向上などの視点から、各項目において、客観的視点で駐車場を見直し、優先順位をつ
けることが重要となります。駐車場は改修を行う範囲も大きくなりがちなため、どこから手を
付けるべきか、何を優先すべきかを悩まれる場合が多くあります。

過去の経験で駐車場改修の相談を受けたケースでは、多くの方が「改修すべき項目を全て指
摘して欲しい。その後、予算と照らし合わせながら、優劣をつけたい。」と言われます。

このような要望に対しては、「駐車場評価基準」を設け、理想形の駐車場に対して現況の「駐
車場評価」を行い、その上で「課題の洗い出し」を行い、「改善項目の抽出」を行います。こ
こで、改善の優劣をつけた上で、最終的な「改善計画の策定」が完了します。

改善計画の策定から年度別改善計画の策定については、改修方法の検討、サインデザイン、
予算化等が必要なため、必要に応じて専門会社等を起用して計画を立てます。



４．駐車場施設評価の基準
①駐車施設の評価

駐車場の施設評価の例を下記に示します。評価項目は、「利便性」、「安全性」、「場内環境」、
「サイン」の4項目を対象とし、カテゴリーごとに評価を行います。評価の指標の参考として、
評価ポイントにどのような点を判断するべきか記載をしています。

実際の評価シートは駐車場の形態により異なりますが、ここでは自走立体駐車場や地下平
面駐車場を評価するための評価シートとして作成したものを提示します。5段階評価などを
行い、平均点以下の項目を改善項目として抽出するために用います。
②評価シート（例）



５．駐車場設備の点検と改修のポイント
ここからは、駐車場の代表的な設備の部位別の点検・改修のポイントを個別に説明します。

以下のリストは駐車場内の設備のうち、改修の頻度が高いと思われるものを列記しています。
改修は不具合や損傷が軽微な段階で実施するのが理想的ですが、大幅な改修はまとめて実施

する方が効率的です。特に稼動中の駐車場では、予め工事計画を綿密に立てる必要がありま
す。月極契約の利用者等に予め車両移動を依頼する必要が生じる場合もあるため、ゆとりを持
った工期を設定し、関係各所への周知や、フロア別、夜間の工事実施などの調整を行います。











６．駐車場建物・設備と法定点検
駐車場の躯体や設備は改修工事とは別に、建築基準法や消防法などで定められた法定点検や

届け出が義務付けされているものがあります。これらを実施しなかった場合に罰則規定がある
場合もありますので注意が必要です。法定点検や届け出が必要な主な項目、関連法令、点検資
格者、点検頻度を整理します。






